
入 札 執 行 公 告 

 

下記の建築工事について、一般競争入札を行うので、清水町財務規則（昭和 63 年規則   

第１号。以下「規則」という。）第 122 条の規定に基づき公告する。 

 

平成 22 年４月 15 日 

清水町長 山 本 博 保   

 

記 

 

１ 入札執行者 

清水町長 山本博保 

２ 入札に付する事項 

⑴ 入札番号 

一般第１号 

⑵ 工事名 

平成 22 年度 町立南保育所改築工事 

⑶ 工事場所 

静岡県駿東郡清水町 徳倉 地内 

⑷ 工事概要等 

ア 工事目的 

南保育所の老朽化に伴う改築工事 

イ 工事大要 

保育所改築工事 鉄骨造２階建 

 

建築面積 860.73 ㎡ 

延面積  1493.71 ㎡ 

機械設備工事 

電気設備工事 

  

太陽光発電設備工事   

上記に係る建築一式工事  

⑸ 工期 

平成 23 年３月 25 日限り 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

清水町における建設工事競争入札参加資格の建築一式工事に係る認定を受けている者の

うち、次に掲げる条件をすべて満たしていることについて確認を受けたものであること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の４の

規定に該当しないこと。 



⑵ 清水町における建設工事競争入札参加資格の建築一式工事に係る認定を受け、かつ、

建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第３条の規定に基づき建築工事業に係る特定建設業

の許可を受けている者であり、同条第１項に規定する本社又は営業所を清水町、沼津市、

三島市、裾野市、長泉町、函南町のいずれかに有する者であること。 

⑶ 清水町が発注した建築工事の元請としての施工実績を有するか、又は平成６年度以降

に静岡県内において静岡県又は静岡県内の地方公共団体が発注した１件１億円以上の 

建築工事の元請としての施工実績（完成引渡し後のものに限る。）を有する者であること。

ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20 パーセント以上のもの

に限る。 

⑷ 経営事項審査結果通知書における建築一式総合評定値（Ｐ欄）が 1,000 点以上で    

あること。 

⑸ 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置 

できること。 

ア 本工事に対応した監理技術者資格者証（建築）の交付を受け、かつ、監理技術者   

講習を受講した者 

イ 平成６年度以降に、静岡県内で前記⑶に掲げる工事と同種工事の施工経験を   

有する者 

⑹ 清水町内に本社を置き、かつ、建築一式総合評定値（Ｐ欄）が 600 点以上で、上記⑵

～⑸の条件を満たさない法人は、必要な条件を満たしている法人と特定建設工事共同企

業体（特定ＪＶ）を締結することにより、入札に参加できるものとする。ただし、その

場合の出資比率は 20 パーセント以上とする。 

⑺ 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時まで

の期間に、静岡県又は静岡県内の地方公共団体から指名停止等措置要綱等に基づく  

指名停止を受けていないこと。 

⑻ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てが成されて  

いる者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法       

（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てが成されている者    

（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑼ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において  

関連がある建設業者でないこと。 

４ 入札説明書等の配布期間、配布場所及び配布方法 

⑴ 配布期間 

平成 22 年４月 15 日（木）から平成 22 年４月 20 日（火）まで（土曜日、日曜日を     

除く。）の午前９時から午後４時まで 

⑵ 配布場所 

静岡県駿東郡清水町堂庭 210-1 清水町役場本館３階 総務課管財係 

電話番号 055-981-8237 



⑶ 配布方法 

上記⑵の配布場所において無料にて配布する。 

５ 設計書等の販売期間、販売場所及び販売方法 

⑴ 販売期間 

平成 22 年５月６日（木）から平成 22 年５月 11 日（火）まで（日曜日を除く。）     

の午前８時 30 分から午後５時 30 分まで（ただし、５月８日（土）は、午前８時 30 分   

から午後２時 30分まで） 

⑵ 販売場所 

静岡県沼津市大岡 500-１ 黎明社㈱ 担当：岡田 

電話番号 055-963-6376 

 ⑶ 販売方法 

   有償（１部のみ販売） 

６ 入札参加資格確認申請書及び入札参加確認資料の提出 

本入札に参加を希望する者は、次により入札参加資格確認申請書及び入札参加確認資料

を提出すること。 

⑴ 提出期限 

平成 22 年４月 16 日（金）から平成 22 年４月 26 日（月）まで（土曜日、日曜日を     

除く）の午前９時から午後４時まで 

⑵ 提出場所 

静岡県駿東郡清水町堂庭 210-1 清水町役場本館３階 総務課管財係 

電話番号 055-981-8237 

７ 入札手続等 

⑴ 入札執行日時 

平成 22 年５月 18 日（火）午後２時 00 分 

⑵ 入札執行場所 

静岡県駿東郡清水町堂庭 210-1 清水町役場本館３階 大会議室 

⑶ 入札方法 

郵送及び電送による入札は認めない。 

⑷ 入札執行日の持参書類 

入札書、入札参加資格確認通知書、工事費内訳書及び委任状（委任がある場合） 

⑸ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金  免除 

イ 契約保証金 

納付（契約金額の 100 分の 10 以上）。ただし、利付国債、地方債の提供又は金融   

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を  

行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 



⑹ 入札の無効 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格

確認申請書若しくは入札参加資格資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事

競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、    

無効とする。 

⑺ 落札者の決定方法 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 234 条第３項及び施行令第 167 条の 10第 1 項

の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

⑻ 契約書作成の要否 

要 

ア 本契約の締結に当たっては、仮契約書を作成しなければならない。 

イ 契約は、静岡県清水町議会の議決があったときに成立する。 

⑼ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との   

随意契約により締結する予定の有無 

無 

８ その他 

⑴ 詳細は、入札説明書による。 

⑵ 本入札案件は、清水町低入札価格調査制度実施要領（平成 19 年４月１日試行）を   

適用し、調査基準価格を設定する。 

⑶ 調査基準価格を下回る入札があったときは、落札の決定を保留し、調査のうえ落札者

を決定する。この場合において、適正な履行を確保するために、最低価格入札者以外の

者を落札者とすることがある。 

⑷ 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取等に協力すること。 

⑸ 契約及びその他の手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に

限るものとする。 

⑹ 照会窓口は、静岡県清水町総務課管財係（電話番号 055-981-8237）とする。 


